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 「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告

書」（案）に関し、別表のとおり意見を提出します。 
 



 
 

頁 行 意見の対象となる該当箇所 意見 
14 頁 

 
 
 

表の中 第２章 実現する放送「地方ブロック

向け放送」 
  

「地域振興」「地域情報の確保」「既存ラジオのノウハウの活用」に

関し、ＦＭ放送の実績やノウハウを活用すべきと考えます。 
 ＦＭ放送事業者はこれまでＦＭ多重放送やＦＭケータイに取り組

んできており、そこで培ってきたデータ放送や放送通信融合サービ

スなどのノウハウが活用されるような制度の整備が望まれると思い

ます。 

 
21 頁 

 

 
11 行～14 行 

第 3 章 周波数の割り当て ２割り当

て周波数の検討 Ｖ－ＬＯＷ、Ｖ－Ｈ

ＩＧＨ割り当ての考え方  

Ｖ－ＬＯＷでも今後の技術革新により携帯端末での受信が可能だと

いう点に留意して、その旨を記載すべきです。Ｖ―ＬＯＷを使用す

る事業者の発売端末やビジネスモデルの可能性を狭めることにつな

がらないようにしていただきたいと考えます。 
 

30、31 頁 30 頁 25 行～ 
31 頁 1 行 

第 4 章 制度の在り方 ２参入規律

（１）参入の枠組み ＮＨＫのノウハ

ウ等の活用 
 

ＮＨＫの役割に関する議論を踏まえると、民業圧迫を防止するため

にもＮＨＫはハード事業者としてもソフト事業者としても参入すべ

きではないと考えます。 
ＶＨＦ帯、特にＬＯＷ帯を利用するためにＮＨＫが所有している中

継所などの施設はいわば、国民的な財産。この財産を新しい放送に

参入する民間事業者に廉価で提供する義務を課すことは必要なこと

で、Ｖ―ＬＯＷにおける「地方ブロック向けマルチメディア放送」

の事業性の向上や普及に大きく貢献するものとして希望します。 

 


